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熱帯林行動ネットワーク 
 
	 以下の２点について、提言を追加したいと思います。 
 
	 １．項番 17に関連して、現行のガイドラインの第二部の生態系及び生物相の
項目について、「重要な自然生息地」や「重要な森林」、そして「著しい転換」

や「著しい劣化」などの定義の明確化のために、以下を提言したいと思います。 
 
提言：「FAQに記載している文言や定義をガイドライン本文に明記すべき。」 
	 その根拠は、現行では、これらの重要な文言について、担当者において恣意

的な解釈が行われている状況にあるので、重要な生息地や重要な森林等に関す

る共通認識に基づく、適正な解釈を行えるようにするため。実際に、この FAQ
にも記載されていない異なる評価基準を持ち出し、解釈を行うなど、FAQでの
定義も無視されており、ガイドラインが有名無実化しています。 
ex.ボガブライ石炭鉱山拡張事業 
 
	 ２．現行のガイドラインの「法令、基準、計画等との整合」の規定の追加し

たい論点として以下を提言します。 
 
	 提言：「政府が法令等により自然保護や文化遺産保護のために 特に指定した
地域に、保護すべき対象として指定されている地点や区域、群落等も含むこと

を明記すべき。」 
	 その根拠は、ガイドラインに示されている「自然保護や文化遺産保護のため

に特に指定した地域」には、指定されている群落や個々の区域、地点などを含

まないのではないかといった説明も行われる状況にあるので、これらも含むこ

とを明確にしたい。 
 
	 以上 


